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新 旧 

信用取引の契約締結前交付書面 

 

（内容省略） 

 

 

 

代用有価証券の種類、代用価格等 

 

1.  委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 30万円以上が必要で

す。レバレッジ型ＥＴＦ等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況

等により、30％を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注

意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲

げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格

となります。 

 

上場株券…………………………80％ 以下 

上場投資信託・上場投資証券…80％ 以下（ETF、REIT、ETN） 

外国株券等………………………60％ 以下 

 

NISA 口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は 0％

（代用差し入れ不可）となります。 

 

信用取引の契約締結前交付書面 

 

（内容省略） 

 

 

 

代用有価証券の種類、代用価格等 

 

1.  委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 30万円以上が必要で

す。レバレッジ型ＥＴＦ等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況

等により、30％を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注

意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲

げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格

となります。 

 

上場株券…………………………80％ 以下 

上場投資信託・上場投資証券…80％ 以下（ETF、REIT、ETN） 

外国株券等………………………60％ 以下 

 

NISA 口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は 0％

（代用差し入れ不可）となります。 
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委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、

金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更するこ

とがありますので、ご注意ください。なお、当社の判断により代用有価証

券の掛目の変更又は除外（以下、「掛目の変更等」といいます。）を行う事

象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその

内容をご通知し、変更後の掛目（又は除外）の適用日につきましては、通

知した日から起算して 4 営業日目の日といたします。ただし、下記⑥の

事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営

業日から適用することができるものといたします。 

 

① 決済が不可能で一定以上の損失が発生すると当社が判断した場

合 

② 発行会社が債務超過となった場合 

③ 信用取引の継続が困難であると当社が判断した場合 

④ 発行会社の株価が一定金額を下回った場合 

⑤ 当社が公開買付け（TOB）の代理人又は復代理人となった銘柄 

⑥ 上記①乃至⑤のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大

な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続

かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株

価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を

行うことができないと当社が認めた場合 

（以下、省略） 

 

委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、

金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更するこ

とがありますので、ご注意ください。なお、当社の判断により代用有価証

券の掛目の変更又は除外（以下、「掛目の変更等」といいます。）を行う事

象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその

内容をご通知し、変更後の掛目（又は除外）の適用日につきましては、通

知した日から起算して 4 営業日目の日といたします。ただし、下記④の

事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営

業日から適用することができるものといたします。 

 

① 決済が不可能で一定以上の損失が発生すると当社が判断した場

合 

② 発行会社が債務超過となった場合 

③ 信用取引の継続が困難であると当社が判断した場合 

（新設） 

（新設） 

④ 上記①乃至③のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大

な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続

かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株

価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を

行うことができないと当社が認めた場合 

（以下、省略） 
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（内容省略） 

令和 7年 1月 11日 改訂 

 

 

（内容省略） 
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